
介護人材確保基盤整備事業（案）について 

 

１ 事業の趣旨 

 高齢者数がピークとなる平成 37 年に向けて、介護職員を質・量ともに高めるた

めには、介護分野を魅力ある職場に改善していく必要があります。 

 しかし、安定した経営基盤が確保されないと十分な労働環境の整備ができないこ

とから、介護事業所の経営基盤の強化を図ることを目的として、専門家によるアド

バイスなどの支援を行います。 

 

２ 事業の内容 

 事業所の課題を洗い出し、専門家らのアドバイスにより課題解決を目指します。 

 特に、経営基盤が脆弱なことから賃金が低く離職率も高い事業所に対して、中小

企業診断士などの専門家の支援により、経営改善計画を作成し、経営の安定を図り、

賃金などの労働環境の改善を目指します。 

 

３ 事業の進め方 

 

事前資料の提出 









経営状況を表す資料（財務諸表など）

職員の採用・離職状況、賃金の支給状況

経営自己点検チェックシート
 

  

専門員の訪問（ヒアリング） 

 
※課題の大きい事業所 

（低賃金、離職率が高いなど） 

専門家（中小企業診断士等）の派遣 

  

経営改善計画の策定 

人材育成計画の策定 

就業規則の作成 など 

（専門家のアドバイス、専門員による作成支援） 

  

専門員の訪問（計画の進捗管理） 

  

経営改善と賃金改善の確認 

 

 

４ 対象事業所 

  ３年間（H26～28）で介護職員がいるすべての介護事業所（約 600 事業所）

を訪問。 
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平成２６年度 通所介護事業所等における農作業活用促進事業（案）について 

 

 

 県では、通所介護サービス事業所における、野菜づくりなど自然に触れる農作業を

活用した高齢者の健康づくりと地域交流の活動を支援しています。 

 平成 26 年度からは、対象施設・事業所を広げ、農作業を活用した健康づくりをさ

らに推進する予定です。 

  

≪事業の概要≫ 

 ○対象施設・事業所（※下線施設が H26から拡充予定） 

通所介護事業所、サービス付き高齢者向け住宅、経費老人ホーム、 

有料老人ホーム、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、 

認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、 

認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 

 ○対象事業 

  通所介護事業所等が実施する農作業（耕作の準備から植え付け、日常的な管理、

収穫、翌年度の準備までの一連の作業） 

  ［要 件］ 

   ・通所介護事業所等の農作業用地を地域に開放し、地域の高齢者が一定数（概

ね５人以上）参加し、施設等の利用者と共同で農作業を行う 

   ・収穫物等を活用した地域交流を行う 

 ○支援の内容     

  ①農作業に必要な農具等の器材、種苗・肥料等の材料の購入経費について補助 

    補助額  耕作面積（5 ㎡以上）に応じて県が定める額（上限 80,000 円） 

  ②耕運機の購入経費について補助 

    補助額  80,000 円（上限） 

    要 件  ・概ね 60 ㎡以上の農地または概ね 10 ㎡以上の未耕作地（3年

以上放置された旧農地を含む）を利用する場合 

         ・通所介護事業所に耕運機がなく、地域の農作業参加者からの借

用もできない場合 

  ③指導者の派遣（派遣費用は県が負担） 

    派遣回数  年 5 回まで 

    指導内容  農作業や栽培管理の指導 

指導時間  4 時間以内／回 

 ○平成 26年度募集事業所 

   30 程度（平成 25 年度に実施した事業所は除く） 

   実施事業所の募集は、３月中旬頃から行う予定です。 
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